
号

外

八�
令

和

八

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

並
び
に
県
事
務
所｣

を

｢

及
び
県
事
務
所｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢

及
び
立
替
金｣

を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

収
入
又
は｣

を
削
り
、｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
、｢

、
戻
出
命
令
、

振
替
命
令
又
は
更
正
の
通
知｣

を｢

又
は
戻
出
命
令｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中｢

収
支｣

を｢

支
出｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

収
支
等
命
令(

収
入
命
令
、
支
出
命
令
、
戻
入
命
令
、
戻
出

命
令
、
振
替
命
令
又
は
更
正
の
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を｢

支
出
命
令
、
戻
入
命
令
又
は
戻
出

命
令｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

収
支
等
命
令｣

の
下
に｢(

収
入
命
令
、
支
出
命
令
、
戻
入
命
令
、
戻
出
命

令
、
振
替
命
令
又
は
更
正
の
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中｢

五
万
円｣

を｢

十
万
円｣

に
改
め
、｢

高
い
も
の｣

の
下
に｢

、

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ(

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
及
び
携
帯
電
話
を
含
む
。)｣

を
加
え
る
。

第
九
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

遊
休
物
品
の
処
理)

第
九
十
三
条
の
二

収
支
等
命
令
者
は
、
利
用
し
て
い
な
い
物
品(

一
年
以
内
に
修
繕
し
よ
う
と
す
る

物
品
を
除
く
。
以
下｢
遊
休
物
品｣

と
い
う
。)

が
あ
る
と
き
は
、
物
品
登
録
内
容
変
更
書
に
よ
り

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
一
日



遊
休
物
品
に
係
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
八
条
た
だ
し
書
中｢

第
六
条｣

を｢

第
五
条
の
九｣

に
改
め

る
。別

表
二
上
欄
中｢(

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課｣

の
下
に｢

、
自
然
環
境
課｣

を
加
え
、｢

、
統

計
課
、
岐
阜
地
域
環
境
室｣

を
削
り
、｢

、
医
療
福
祉
連
携
推
進
課｣

の
下
に｢

、
健
康
推
進
課｣

を

加
え
、｢

、
県
産
品
流
通
支
援
課｣

を
削
り
、｢

観
光
資
源
活
用
課｣

を｢

観
光
企
画
課｣

に
改
め
、｢

、

国
際
交
流
課｣

を
削
り
、｢
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
課
及
び
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局｣

を｢

及
び
競

技
ス
ポ
ー
ツ
課｣

に
、｢

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課

廃
棄
物
対
策
課

｣

を ｢

省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課

自
然
環
境
課

廃
棄
物
対
策
課

｣

に

改
め
、｢

統
計
課

岐
阜
地
域
環
境
室｣

を
削
り
、｢
医
療
福
祉
連
携
推
進
課

保
健
医
療
課

｣

を ｢

医
療
福
祉
連
携
推
進
課

健
康
推
進
課

保
健
医
療
課

｣

に
、｢

地
域
産
業
課

県
産
品
流
通
支
援
課｣

を｢

地
域
産
業
課｣

に
、｢
観
光
誘
客
推
進
課

国
際
交
流
課

｣

を｢

観
光
誘
客
推
進

課｣

に
、｢

競
技
ス
ポ
ー
ツ
課

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局｣

を｢

競
技
ス
ポ
ー
ツ
課｣
に
改
め
る
。

｢

第
十
九
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
備
考

｣

第
一
号
中｢し
､
審
査
確
認
年
月
日
は
､
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
が
振
替
命
令
を
審
査
確
認
し
た
日

と
｣

を
削
る
。

｢

｣

｢を

に
改
め
、
同
様
式
備

｣

考
を
削
る
。

｢

第
二
十
号
様
式
乙
中

｣

｢を

に
改
め
、
同
様
式
備

｣

考
を
削
る
。

第
七
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )２

支
出
負
担
行
為
整
理
日

振
替
支
出
命
令
日

振
替

(
予

定
)
日

支
出
負
担
行
為
整
理
日

振
替
支
出
命
令
日

審
査
確
認
年
月
日

振
替

(
予
定
)

日

更
正

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

更
正

年
月

日

更
正

年
月

日

審
査
確
認
年
月
日

更
正

年
月

日

審
査
確
認
年
月
日年

月
日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日
第
二
十
号
様
式
甲
中



( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



｢
第
八
十
四
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

岐
阜
地
域
環
境
室
、｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課
の
部
中｢

健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課｣

を｢

健
康
福

祉
部
健
康
推
進
課｣

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
教
養
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢(

広
報
課｣

を｢(

行
政
管
理
課｣

に
改
め
、｢

、
行
政
管
理
課｣

、｢

、
情
報
シ

ス
テ
ム
課｣

及
び｢

、
県
民
生
活
課
、
岐
阜
地
域
環
境
室｣

を
削
り
、｢

、
企
業
誘
致
課｣

の
下
に｢

、

地
域
産
業
課｣

を
加
え
、｢

、
国
際
交
流
課｣

及
び｢

、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局｣

を
削
り
、

同
表
広
報
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
行
政
管
理
課
の
項
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
、
県
民
生
活
課
の
項
及
び
岐
阜
地
域
環
境
室

の
項
を
削
り
、
同
表
企
業
誘
致
課
の
項
中｢

立
地
支
援
監｣

を｢

誘
致
企
画
監｣

に
改
め
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
国
際
交
流
課
の
項
及
び
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
消
防
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )４

入 (
決
済
性
口
座
)

支
払

本
日
残
高

つ
り

銭
残

高

預
入

普
通
預
金

(
決
済
性
口
座
)

前
日
残
高

支
払

預 普
通
預
金

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所

地
域
産
業
課

行
政
管
理
課

管
理
監

地
場
産
業
対
策
監

改
革
推
進
監



別
表
第
二
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
の
項
及
び
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
水
産
研
究
所
の
項
を
削
り
、
同
表
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

水
産
研
究
所

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館

旅
券
セ
ン
タ
ー

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

総
務
課
長

副
所
長



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )６

令
和
八
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


